
　

２
０
２
３
年
冬

の
ボ
ー
ナ
ス
の
大

幅
減
額
提
案
を
受

け
て
団
体
交
渉
を

繰
り
返
し
、
未
加

入
職
員
か
ら
も

「
減
額
反
対
署
名
」
を
集
め
、

満
額
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の

の
、
法
人
案
に
プ
ラ
ス
２
万
円

支
給
を
さ
せ
た
障
害
福
祉
事
業

所
の
分
会
が
あ
っ
た
。
北
海
道

地
本
の
な
か
で
も
、
そ
の
粘
り

強
い
た
た
か
い
へ
の
反
響
は
大

き
く
、
職
場
を
こ
え
て
組
合
員

が
元
気
に
な
る
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ

た
。
さ
て
今
年
は
ど
う
な
る
か

と
、
ド
ラ
マ
の
続
き
が
気
に
な

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
組
合
員
か

ら
分
会
ニ
ュ
ー
ス
の
画
像
が
届

い
た
。
組
合
要
求
「
２
・
７
ヶ

月
」
に
対
し
て
回
答
は
「
２
・

５
ヶ
月
＋
６
万
円
」。
物
価
高

騰
に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え

て
、
基
準
額
の
低
い
職
員
に
手

厚
く
な
る
よ
う
配
分
し
た
と
法

人
は
主
張
す
る
が
、
か
か
る
費

用
は
組
合
要
求
と
変
わ
ら
な

い
。
組
合
は
あ
く
ま
で
も
、
こ

れ
ま
で
支
払
わ
れ
て
き
た
２
・

７
ヶ
月
に
こ
だ
わ
っ
て
、
本
俸

の
低
い
職
員
に
は
手
当
の
支
給

を
あ
わ
せ
て
求
め
て
、
団
体
交

渉
を
実
施
。
昨
年
度
は
赤
字
だ

っ
た
が
、
今
年
度
は
職
員
の
奮

闘
に
よ
っ
て
黒
字
に
転
換
し
た

こ
と
で
、
支
払
い
は
可
能
だ
と

訴
え
た
。
そ
の
結
果
、
法
人
が

譲
歩
し
、
２
・
７
ヶ
月
の
支
給

が
決
定
し
、
基
準
額
が
低
い
職

員
へ
の
手
当
も
勝
ち
取
っ
た
。

職
員
総
勢
６
０
０
人
以
上
の
大

規
模
法
人
の
中
で
、
賃
上
げ
と

団
交
に
こ
だ
わ
っ
て
、
20
人
ほ

ど
の
組
合
員
で
も
法
人
の
姿
勢

を
動
か
し
て
き
た
。
要
求
前
進

を
武
器
に
、
未
加
入
者
を
な
か

ま
に
迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
北
海

道
地
本
と
し
て
力
を
入
れ
て
い

き
た
い
。�

（
岡
）
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みんなのじんけんみんなのじんけん
まもれる福祉職場にまもれる福祉職場に

　昨年12月25日、厚生労働省は、2023年10月
時点の介護職員の数が約212万6000人とな
り、前年度より２万8000人減少したと発表し
た。介護保険のスタートと同時に始まったこ
の調査で、初めての減少となった。厚労省

は、賃金が他産業に比べて低いことによる人
材の流出を要因としている。団塊ジュニアの
世代がすべて65歳以上になる2040年には272
万人が必要だとしている。一刻も早く抜本的
な賃上げを軸とした政策を打つべきだ。

23年度に介護職員の数が初めて減少

信
（
♯
み
ん
な
の
じ
ん
け
ん

ま
も
れ
る
福
祉
職
場
に
）
を

広
げ
、
一
人
ひ
と
り
に
で
き

る
こ
と
を
や
り
き
り
ま
す
。

４
月
か
ら
６
月
は

４
月
か
ら
６
月
は

お
し
ら
せ
・
お
さ
そ
い

お
し
ら
せ
・
お
さ
そ
い

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

４
月
か
ら
６
月
ま
で
は
、

「
福
祉
保
育
労
お
し
ら
せ
・

お
さ
そ
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

に
と
り
く
み
ま
す
。
詳
細
は

２
面
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

新
入
職
員
を
は
じ
め
と
す

る
す
べ
て
の
未
加
入
者
に
、

「
福
祉
の
な
か
ま
」
４
月
号

や
５
月
号
、
組
合
リ
ー
フ
な

ど
を
手
渡
し
て
、
福
祉
保
育

労
を
知
ら
せ
、
職
場
と
生
活

の
改
善
に
む
け
て
、
組
合
と

共
済
に
誘
い
ま
し
ょ
う
。

さ
せ
る
賃
金
水
準
と
職
員

数
）
を
み
ん
な
で
決
め
て
い

き
ま
す
。

３
月
３
月
1313
日
は
日
は

賃
上
げ
・
増
員
へ

賃
上
げ
・
増
員
へ

み
ん
な
で
行
動
を

み
ん
な
で
行
動
を

　

遅
く
と
も
２
月
末
ま
で
に

要
求
を
提
出
し
た
う
え
で
、

３
月
12
日
ま
で
に
回
答
を
引

き
出
し
ま
す
。
春
闘
を
通
じ

て
、
法
人
に
譲
歩
を
迫
る
ス

ト
も
構
え
る
な
か
で
、
山
場

と
な
る
３
月
13
日
に
「
み
ん

な
の
じ
ん
け
ん
ま
も
れ
る
福

祉
職
場
に
３
・
13
賃
上
げ
・

増
員
ア
ク
シ
ョ
ン
」
に
立
ち

上
が
り
ま
す
。
こ
の
日
は
、

ワ
ッ
ペ
ン
シ
ー
ル
の
着
用
や

職
場
集
会
、
宣
伝
、
Ｘ
（
旧

Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
）
で
の
発

現
で
き
る
」
と
い
う
た
た
か

い
方
の
道
筋
（
戦
術
）
の
論

議
も
重
ね
て
、「
対
話
と
学

び
あ
い
」
を
す
す
め
ま
す
。

最
低
賃
金
と

最
低
賃
金
と

職
員
配
置
基
準
の

職
員
配
置
基
準
の

引
き
上
げ
を

引
き
上
げ
を

　

昨
年
は
「
賃
金
足
り
て

る
？
」「
休
み
と
れ
て

る
？
」
ホ
ン
ネ
の
ト
ー
ク
会

を
す
す
め
ま
し
た
。
ト
ー
ク

会
で
集
ま
っ
た
意
見
シ
ー
ト

や
Ｗ
ｅ
ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
で
集

ま
っ
た
声
を
も
と
に
、
第
２

弾
の
ト
ー
ク
会
を
す
す
め
て

い
き
ま
す
。

　

運
動
の
展
開
に
つ
い
て
意

見
交
流
を
重
ね
な
が
ら
、
最

低
賃
金
と
職
員
配
置
基
準
を

引
き
上
げ
る
社
会
的
基
準
づ

く
り
運
動
の
ゴ
ー
ル
（
到
達

80
人
が
参
加
し
た
東
海
地
本
の
旗
び
ら
き
で
、
地
本
執
行
委
員
も

出
し
物
（
あ
そ
び
う
た
）
を
披
露
（
１
月
９
日
）

春
闘
の 

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を

す
す
め
よ
う

　物価高騰がおさまらないなか、社会的に賃上げが求められて
います。福祉職場をめぐっては、賃上げと職員の増員で、福祉
労働者と利用者の人権を守ることができる福祉職場にするため
に、組合活動のバージョンアップをすすめる25春闘方針のポイ
ントを解説します。

係
を
築
き
ま
す
。
運
動
の
必

要
性
を
伝
え
、
ぜ
ひ
組
合
に

入
っ
て
ほ
し
い
と
加
入
を
働

き
か
け
ま
す
。
な
か
ま
に
迎

え
て
大
き
く
な
っ
た
力
で
、

要
求
書
の
提
出
や
団
体
交
渉

な
ど
を
す
す
め
、
要
求
実
現

を
め
ざ
す
「
な
か
ま
を
増
や

し
て
要
求
実
現
」
へ
と
つ
な

げ
て
い
き
ま
す
。

　

労
働
組
合
が
持
っ
て
い
る

団
結
権
・
団
体
交
渉
権
・
団

体
行
動
権
を
フ
ル
活
用
し

て
、
経
営
者
の
雇
用
責
任
を

追
及
し
て
、
要
求
実
現
を
迫

り
ま
す
。
団
体
交
渉
を
法
人

は
拒
否
で
き
ま
せ
ん
。
納
得

が
い
か
な
け
れ
ば
継
続
し
て

協
議
し
ま
す
。
ス
ト
ラ
イ
キ

を
構
え
て
法
人
に
譲
歩
を
迫

る
こ
と
も
戦
術
の
ひ
と
つ
で

す
。

　

要
求
の
根
拠
と
確
信
だ
け

で
な
く
、「
こ
う
す
れ
ば
実

ス
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

新
し
い
な
か
ま
を
迎
え
入
れ

な
が
ら
と
り
く
む
こ
と
を
重

視
し
ま
す
。
未
加
入
者
を
活

動
に
誘
っ
て
、
福
祉
保
育
労

の
存
在
を
知
ら
せ
、
悩
み
や

願
い
を
受
け
と
め
て
信
頼
関

な
か
ま
を
増
や
し
て

な
か
ま
を
増
や
し
て

力
を
大
き
く
し
て

力
を
大
き
く
し
て

要
求
実
現
へ

要
求
実
現
へ

　

新
年
度
の
賃
金
・
労
働
条

件
を
決
め
る
春
闘
は
、
要
求

を
実
現
す
る
絶
好
の
チ
ャ
ン

３月13日の行動にむけた宣伝チラシ



　１月11・12日、第61回中央委員会を東京都内で開
催し、中央委員32人と中央役員など計54人が出席し
ました。統一要求を含めた25春闘方針（案）と2025
年度中央委員の選出基準（案）の提案と討論のあ
と、議案をそれぞれ採択しました。11日は討論のあ
とに休会し、12のグループに分かれて、グループ討
論をおこないました。昨年は「賃金足りてる？」
「休みとれてる？」ホンネのトーク会をすすめてき
ました。その意見シートのまとめとWebアンケート
の結果を踏まえて、グループでは「社会的基準づく
り運動のゴール設定とゴールへの道筋」をテーマ
に、意見を出しあいました。

　全体の討論では、「要求実現の戦術の一つとして
ストを構えることも視野に全組合員投票をすすめた
い」（東海）、「賃金や休みに不満が出て退職者が相
次ぐ中、福祉保育労に相談して支えられて分会を結
成し成果を勝ちとった」（和歌山）などが特徴的に
語られました。労働組合のバージョンアップへ、団
体交渉などのチャレンジをすすめましょう。

１月11・12日　東京都内

第61回中央委員会で月5.8万以上の賃上げなど
統一要求を含めた春闘方針を採択

会場の出席者で春闘アピールを
採択して決意を固めあいました

②③ 福祉のなかま第394号 2025年２月号

　

福
祉
保
育
労
で
は
、
学

習
企
画
の
ほ
か
、「
福
祉

の
な
か
ま
」
の
特
集
記
事

や
本
欄
で
も
、
心
理
的
安

全
性
を
テ
ー
マ
に
し
て
き

た
。
心
理
的
安
全
性
と

は
、「
こ
の
チ
ー
ム
で
は

率
直
に
自
分
の
意
見
を
伝

え
て
も
、
対
人
関
係
を
悪

く
さ
せ
る
よ
う
な
心
配
は

し
な
く
て
も
い
い
と
い
う

信
念
が
共
有
さ
れ
て
い
る

状
態
」
を
い
う
。
心
理
的

安
全
性
が
不
足
す
る
と
、

無
知
だ
と
思
わ
れ
る
不

安
、
無
能
だ
と
思
わ
れ
る

不
安
、
邪
魔
を
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
不
安
、
否
定

的
だ
と
思
わ
れ
る
不
安
を

引
き
起
こ
す
。
こ
の
よ
う

な
状
態
で
は
、
質
問
や
意

見
は
出
せ
ず
、
う
ま
く
い

か
な
い
こ
と
は
伝
え
ず
、

主
体
的
な
か
か
わ
り
も
欠

き
、
現
状
を
変
え
る
こ
と

に
も
否
定
的
に
な
る
。
チ

ー
ム
力
の
カ
ギ
は
心
理
的

安
全
性
に
あ
る
。

　

福
祉
保
育
労
の
中
央
本

部
や
地
方
組
織
の
会
議
・

企
画
で
も
、
４
人
ず
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、

自
分
の
思
い
を
出
し
あ
っ

て
受
け
と
め
あ
う
機
会
が

増
え
て
き
た
。
人
数
の
多

い
会
議
で
は
、
前
述
の
４

つ
の
不
安
を
気
に
し
て
し

ま
う
傾
向
が
あ
る
。
私
た

ち
の
子
ど
も
時
代
も
、
ク

ラ
ス
全
体
の
授
業
で
は
積

極
的
に
手
を
挙
げ
て
発
言

す
る
人
が
ご
く
一
部
に
限

ら
れ
た
一
方
で
、
４
～
５

人
の
班
に
分
か
れ
る
と
ほ

ぼ
全
員
が
発
言
し
た
は
ず

だ
。
地
方
組
織
や
分
会
な

ど
の
全
体
の
会
議
で
も
、

進
行
役
が
「
意
見
は
な
い

で
す
か
？
」
と
聞
い
て

も
、
シ
ー
ン
と
し
た
状
態

で
参
加
者
の
多
く
は
目
を

あ
わ
せ
よ
う
と
し
な
い
場

面
が
多
い
は
ず
だ
。

　

ど
の
よ
う
な
人
数
の
会

議
で
も
、
率
直
に
意
見
を

出
し
あ
え
る
チ
ー
ム
づ
く

り
が
必
要
だ
。
そ
の
た
め

に
も
、
少
人
数
で
の
グ
ル

ー
プ
交
流
で
自
分
の
意
見

を
伝
え
、
受
け
と
め
て
も

ら
え
た
と
い
う
経
験
の
積

み
重
ね
が
欠
か
せ
な
い
。

　

春
闘
に
か
か
わ
る
会
議

で
も
、
４
人
ず
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
か
れ
て
「
〇
〇

で
印
象
に
残
っ
た
こ
と

は
？
」
な
ど
の
お
題
を
出

し
て
、
答
え
を
白
い
紙
か

大
き
め
の
ふ
せ
ん
に
ひ
と

こ
と
で
書
い
て
、
見
せ
あ

っ
て
交
流
し
て
み
よ
う
。

　コミュニケーションには、自分の主張を一方的に
感情的に指示する攻撃型、自分の気持ちを伝えずに
黙って従う非主張型というタイプがあります。お勧
めしたいのは、そのどちらでもなく、自分も相手も
大切にするアサーティブという表現方法です。相手
の主張を受けとめつつ、何とかしたい事柄に対し
て、自分の思いを伝え、具体的かつ現実的な要望・
提案を伝えるものです。事実の指摘は人ではなく事
に焦点をあてて、時と場所を選んで、的をしぼった
主張をすることがポイントです。相手の立場や状況
を理解して、自分にも責任があればそれも認めるこ
とも大切です。

組合活動
の

ツボ

●６日（木）　福祉保育労中央行動
●12日（水）　集中回答指定日　この日までに回答を求めます
●13日（木）　�「みんなのじんけんまもれる福祉職場に３.13賃

上げ・増員アクション」
　２月中に法人に統一要求書などを提出し、回答を引き出して
団体交渉をおこない、賃上げ・増員の実現にむけて各地で声を
あげる行動の日です。

３月

　２月の早い段階で統一要求書などを提出しましょう！
●28日（金）　�（株）恵問題から障害者福祉の今後を考える

オンライン集会

２月

対話の仕方を変える12

25春闘　福祉保育労統一要求

対
話
と
学
び
あ
い
を
す
す
め
て

対
話
と
学
び
あ
い
を
す
す
め
て  

す
べ
て
の
職
場
で
統
一
要
求
書
の
提
出
を
！

す
べ
て
の
職
場
で
統
一
要
求
書
の
提
出
を
！

提出＆
団交への

自分も相手も大切
にする対話の仕方
があるんだね！

心
理
的
安
全
性
を
高
め
る
た
め
に

少
人
数
で
の
グ
ル
ー
プ
交
流
を
す
す
め
よ
う

福祉保育労おしらせ・おさそいキャンペーン福祉保育労おしらせ・おさそいキャンペーン

手渡して　声かけ誘って　迎えよう　手渡して　声かけ誘って　迎えよう　
クオカード　共済入ると　もらえるよクオカード　共済入ると　もらえるよ

●�４月から６月にかけて、特に４・５月に全国でいっせいに、組合未加入のすべ
ての職員に、福祉保育労を紹介した「福祉のなかま」４月号と５月号、組合リ
ーフなどを必ず手渡し、組合の存在を知らせて誘います。

●�新入職員には、仕事に慣れる前の不安を抱える時期に寄り添って関係をつくり
ながら声をかけ、職場に労働組合があることを早めに知らせて誘います。

●�「福祉のなかま」４月号で福祉保育労の紹介特集を、５月号２・３面で福祉保
育労を押し出すメッセージ特集を掲載します。「福祉のなかま」５月号１面の
福祉保育労共済特集も活用して、共済加入もよびかけます。

●�４月から６月のキャンペーン期間に共済に加入した組合員には、組合に加入し
た時期に関係なく、1000円分のクオカードを、地方組織を通じてプレゼントし
ます。

※�３月13日の「賃上げ・増員アクション」で集まる際に、キャンペーンの準備に
ついても話しあっておきましょう。

４～６月は

１�．すべての労働者に時給1,700円以上を確保すること。また、フルタイム労働者については、正規・
非正規を問わず年収300万円以上（一時金・手当など除く）とすること。

２．誰でも時間額380円以上、月額56,000円以上の賃上げを実施すること。

３�．職員を増員しかつ業務の見直しをおこない、以下の点を実現（遵守）し健康で働き続けられる職場
にすること。

（１�）労働時間の短縮をすすめ、１日7.0時間以内（週35.0時間以内、月147時間以内）を実現するこ
と。また、所定労働時間を1,680時間以内にすること。

（２�）勤務体制について
　①すべての時間帯で複数体制を確保し、利用者の安全を確保するとともに休憩を保障すること。
　②インターバル制度を導入すること。その際は以下の点を守ること。
　　ⅰ．勤務と勤務の間を11時間以上空けること。
　　ⅱ．入所型施設での夜勤労働の明け日は勤務を入れないこと。
（３）年間休日は125日以上とし、完全週休２日を保障すること。
（４）事務時間を所定労働時間内に保障すること。
（５）有給休暇の完全取得を保障すること。
（６）変形労働制はなくすこと。
（７）産前産後休暇や生理休暇、子の看護休暇・介護休暇は有給とすること。

４．以下の項目について法令を遵守し、誰もが健康で働き続けられる職場にすること。
（１）不払い残業（持ち帰り残業を含める）をなくすこと。
（２）休憩時間を保障すること。

５�．非正規労働者（無期雇用に転換した労働者を含む）については、均等待遇原則に基づいて正規労働
者と同等の労働条件を保障すること。その際、正規労働者の賃金などの水準を引き下げないこと。

６�．感染症防止の観点から、検査キット購入費用、ワクチン接種費用は事業所負担とすること。職員が
感染した場合は、特別有給休暇を保障すること。

７．ハラスメント対策について
（１�）パワハラなどハラスメントの防止規定を実効あるものにし、職場からハラスメントを一掃するた
めに、管理職およびすべての職員を対象に必要な研修を行うこと。

（２�）法人から独立した機関を窓口や解決システムの中に位置づけ、公平性が保たれる体制にするこ
と。また、相談担当者（窓口）は複数とすること。

（３�）職場でのハラスメント防止措置（防止規定・研修・解決のしくみ）を、労働組合と協議のうえで
とること。

８�．社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入を継続すること。または、同水準の退職金制度を設
けること。

９�．賃金や労働条件の変更にあたっては、労使合意を原則とし一方的な変更は行わないこと。

10�．人事院勧告や最低賃金引き上げを反映させた賃金改定は、事前に労働組合に提示して、協議のうえ
で実施すること。

11�．上記の要求内容を実現するため、必要な制度改善と財源を国の責任で保障することを、法人（事業
所）として国に求めること。

2

　要求アンケートの中間集計で、正規職員の月額　要求アンケートの中間集計で、正規職員の月額
賃上げ要求は加重平均で35,497円と過去最高。賃上げ要求は加重平均で35,497円と過去最高。
2012年の実質賃金からの低下率は10.3％で、その2012年の実質賃金からの低下率は10.3％で、その
影響額21,049円を加えると、56,546円。非正規雇影響額21,049円を加えると、56,546円。非正規雇
用の時間額賃上げ要求の平均は218.9円で、同様用の時間額賃上げ要求の平均は218.9円で、同様
に影響額143.2円を加えると362.1円。月の労働時に影響額143.2円を加えると362.1円。月の労働時
間を１日７時間×21日＝147.0時間とすると、月間を１日７時間×21日＝147.0時間とすると、月
額換算は362.1×147＝53,229円と若干の差が出額換算は362.1×147＝53,229円と若干の差が出
る。時間額要求は月額要求を時間額に換算し、る。時間額要求は月額要求を時間額に換算し、
56,546÷147＝384.7円を根拠に、380円とした。56,546÷147＝384.7円を根拠に、380円とした。

4

　あいち保育労働実態調査プロジェクトが実施し　あいち保育労働実態調査プロジェクトが実施し
て2018年に発表された調査では、持ち帰りを除くて2018年に発表された調査では、持ち帰りを除く
不払い労働が月14.7時間。調査後の東海地本の検不払い労働が月14.7時間。調査後の東海地本の検
証調査でも「超勤申請がしやすくなったか」で、証調査でも「超勤申請がしやすくなったか」で、
「いいえ」と「どちらでもない」はあわせて７割「いいえ」と「どちらでもない」はあわせて７割
超。不払い残業は、ただ働きの強要で契約違反。超。不払い残業は、ただ働きの強要で契約違反。
労働基準法が保障する休憩時間も含めて、自分の労働基準法が保障する休憩時間も含めて、自分の
時間を確保しよう。時間を確保しよう。

6

　コロナの感染症法上の位置づけが５類になって　コロナの感染症法上の位置づけが５類になって
も、福祉職場での感染リスクは高い。コロナを含も、福祉職場での感染リスクは高い。コロナを含
む感染症の予防のワクチン接種や検査キット購入む感染症の予防のワクチン接種や検査キット購入
の費用を、個人負担にさせないことが必要。感染の費用を、個人負担にさせないことが必要。感染
した場合も年休ではなく、安心して療養できる特した場合も年休ではなく、安心して療養できる特
別有給休暇の付与を求めよう。別有給休暇の付与を求めよう。

9

　労働基準法第２条は「労働条件は、労働者と使　労働基準法第２条は「労働条件は、労働者と使
用者が、対等な立場において決定すべきもの」と用者が、対等な立場において決定すべきもの」と
し、労働契約法第９条は「使用者は、労働者と合し、労働契約法第９条は「使用者は、労働者と合
意することなく、就業規則を変更することによ意することなく、就業規則を変更することによ
り、労働者の不利益に労働契約の内容である労働り、労働者の不利益に労働契約の内容である労働
条件を変更することはできない」としている。労条件を変更することはできない」としている。労
使合意の原則を踏まえて「労使基本協約」の締結使合意の原則を踏まえて「労使基本協約」の締結
をめざそう。をめざそう。

7

　法改正により2022年４月からすべての事業所　法改正により2022年４月からすべての事業所
で、パワハラ防止措置が義務化された。他のハラで、パワハラ防止措置が義務化された。他のハラ
スメントも防止措置に加えて、相談したことなどスメントも防止措置に加えて、相談したことなど
による不利益取扱いの禁止などが明確化された。による不利益取扱いの禁止などが明確化された。
規定をつくっただけで対策が講じられていない法規定をつくっただけで対策が講じられていない法
人もある。相談窓口の担当者が行為者のケースも人もある。相談窓口の担当者が行為者のケースも
あり、複数の窓口設置を求める。法人の影響力があり、複数の窓口設置を求める。法人の影響力が
及ばない独立した機関（法律事務所や社会保険労及ばない独立した機関（法律事務所や社会保険労
務士など）を相談体制の中に位置づけて、公平性務士など）を相談体制の中に位置づけて、公平性
が保たれる体制づくりを求める。「ハラスメントが保たれる体制づくりを求める。「ハラスメント
をなくす福祉保育労宣言」も踏まえて、防止措置をなくす福祉保育労宣言」も踏まえて、防止措置
を法人と協議して整備させよう。を法人と協議して整備させよう。

1

　最低賃金は、最高の東京都でも1,163円、最低　最低賃金は、最高の東京都でも1,163円、最低
の秋田県では951円。労働基準法の法定労働時間の秋田県では951円。労働基準法の法定労働時間
の上限まで働いた場合でも、全国31位の島根県だの上限まで働いた場合でも、全国31位の島根県だ
と、962円×週40時間×52週で年収は約200万円。と、962円×週40時間×52週で年収は約200万円。
「健康で文化的な最低限度の生活」は営めない。「健康で文化的な最低限度の生活」は営めない。
時給1,500円で年収300万円を得るには、年間時給1,500円で年収300万円を得るには、年間
2,000時間の労働が必要になる。労働時間の短縮2,000時間の労働が必要になる。労働時間の短縮
とあわせて、年収300万円以上・時間単価1,700円とあわせて、年収300万円以上・時間単価1,700円
以上を求める。以上を求める。

3

　要求アンケートでも長時間労働やただ働きへの不満が出ている。１日　要求アンケートでも長時間労働やただ働きへの不満が出ている。１日
7.5時間を実現している職場もあることから、７時間以内の要求とし、7.5時間を実現している職場もあることから、７時間以内の要求とし、
自由につかえる時間の確保を求める。一般企業で主流の完全週休２日制自由につかえる時間の確保を求める。一般企業で主流の完全週休２日制
は、疲労回復や家族との団らんなどに必要。事務時間や休憩を保障し、は、疲労回復や家族との団らんなどに必要。事務時間や休憩を保障し、
不払い残業をなくし、年休の取得保障を求める。変形労働制の本来の目不払い残業をなくし、年休の取得保障を求める。変形労働制の本来の目
的は繁忙期への対応だが、福祉職場には繁忙期や閑散期がない。１日８的は繁忙期への対応だが、福祉職場には繁忙期や閑散期がない。１日８
時間・週40時間などの制限を破り、労働強化とコスト削減につながる変時間・週40時間などの制限を破り、労働強化とコスト削減につながる変
形労働制をなくすことを求める。改正された育児介護休業法の施行が迫形労働制をなくすことを求める。改正された育児介護休業法の施行が迫
るなか、子どもの看護休暇の対象拡大なども踏まえて重視する。るなか、子どもの看護休暇の対象拡大なども踏まえて重視する。

5
　法改正によって、2021年４月から、すべての事業所で正規と非正規の　法改正によって、2021年４月から、すべての事業所で正規と非正規の
「不合理な待遇差」が禁止された。厚生労働省はガイドラインで、通勤「不合理な待遇差」が禁止された。厚生労働省はガイドラインで、通勤
手当などの手当、慶弔休暇などの福利厚生にかかわるものは同一とし、手当などの手当、慶弔休暇などの福利厚生にかかわるものは同一とし、
「待遇差の解消にあたって労使の合意なく正社員の待遇を引き下げるこ「待遇差の解消にあたって労使の合意なく正社員の待遇を引き下げるこ
とは望ましい対応とはいえない」としている。とは望ましい対応とはいえない」としている。

8
　企業参入を推進するなかで、イコールフッティング（対等な競争条件　企業参入を推進するなかで、イコールフッティング（対等な競争条件
の整備）を名目に、新規加入の公費助成を外す見直しが2006年に高齢福の整備）を名目に、新規加入の公費助成を外す見直しが2006年に高齢福
祉職場で、2016年には障害福祉職場でも実施された。保育職場も対象に祉職場で、2016年には障害福祉職場でも実施された。保育職場も対象に
した見直しが浮上した経過もある。加入継続を求め、継続していない法した見直しが浮上した経過もある。加入継続を求め、継続していない法
人には同水準の制度を設けさせよう。人には同水準の制度を設けさせよう。

10
　毎年８月の人事院勧告と10月の最低賃金の改定は、私たちの賃金に影　毎年８月の人事院勧告と10月の最低賃金の改定は、私たちの賃金に影
響してきます。これらを反映した賃金の見直しにあたっては事前に労働響してきます。これらを反映した賃金の見直しにあたっては事前に労働
組合に提示して協議のうえで実施することを、春闘統一要求として求め組合に提示して協議のうえで実施することを、春闘統一要求として求め
よう。よう。

11

　要求に対し、「支払うお　要求に対し、「支払うお
金がない」「本当の敵は理金がない」「本当の敵は理
事会ではない」などと対応事会ではない」などと対応
されることがあるが、それされることがあるが、それ
で終わってしまえば改善にで終わってしまえば改善に
つながらない。要求の正当つながらない。要求の正当
性を認めさせ、国や自治体性を認めさせ、国や自治体
にリアルな実態をあげてこにリアルな実態をあげてこ
そ、制度改善を迫れると訴そ、制度改善を迫れると訴
えよう。えよう。

☆�解説の詳細は「25春闘統一要求のてびき」
をご参照ください。
※�上記の統一要求項目とは別の統一要求基準
は、地方組織で必要に応じて盛り込むもの
として、地方組織と分会に項目資料を送っ
ています。

統一要求書　出してみる！

突破解説▲

▲ ▲
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　連載の「組合活動のツボ」の存在にあまり
目を向けてこなかったけれど、これを集めて
残しておけば、春闘の時などにとても役立つ
し、後輩にも残していけるなと思い、さっそ
くファイリングしました。

連載「組合活動のツボ」を保存版に
東海地本・田代保育園分会　近藤　千加さん

　12月に法人の団体交渉があり、そこにTV
の取材が入りました。福祉人材の不足や他産
業に比べて賃金が低いことをクローズアップ
するとのことです。これをきっかけに報酬ア
ップや処遇改善につながればと思います。

団体交渉をテレビが取材
大阪地本・さつき福祉会分会　津田　康博さん
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　答えと「福祉のなかま」の気になった記事の感
想、近況などを必ず添えて、ハガキかＦＡＸ、メ
ールで送付ください（地方組織・分会、氏名、住
所明記）。紙面やホームページ等に掲載させてい
ただくことがありますので、ご了承ください。
締切▶３月15日
発表▶2025年４月号
賞品▶正解者の中から５人の方に
　　　図書カード（1000円）進呈
宛先▶「福祉のなかま」編集部

群馬支部　書記次長（ももの木保育園分会）

関口　達太郎さん
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る
言
葉
は
な
に
？

■
ヨ
コ
の
カ
ギ

①�

静
岡
県
の
登
呂
…
…
は
弥
生

時
代
の
集
落
跡

④
太
古
か
ら
の
…
…
住
居

⑦�

２
月
14
日
に
本
命
で
な
い
人

に
贈
る
の
は

⑨
暑
い
日
は
…
…
ネ
ク
タ
イ
で

⑩�

い
つ
く
し
み
深
い
父
親
。

←
→
慈
母

⑪
…
…
の
行
水

⑫
ど
て
煮
の
具
、
牛
…
…
肉

⑭�

正
体
不
明
の
化
け
物
、
モ
ン

ス
タ
ー

⑯
…
…
点
検
、
…
…
浸
水

⑱
…
…
室
。
…
…
席

⑳
県
庁
所
在
地
は
松
山
市

��

物
理
・
化
学
・
生
物
・
地
学

を
ま
と
め
て
こ
う
言
う

�
愛
媛
県
の
昔
の
国
名

�
明
後
日
の
次
の
日
は
？

�
火
の
…
…
。
…
…
棒

�
首
都
は
テ
ヘ
ラ
ン

■
タ
テ
の
カ
ギ

①
首
都
は
ロ
ン
ド
ン

②�

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
こ
と
を
日

本
語
で
は

③
←
→
凶
事

④
…
…
足
配
線
は
危
険
で
す

⑤
冬
山
用
フ
ー
ド
つ
き
の
服

⑥
看
護
師
の
こ
と

⑧�
夜
遅
く
ま
で
起
き
て
い
る
こ

と
⑪�
評
判
が
上
が
る
こ
と
を
…
…

が
上
が
る
と
も

⑬�

木
の
枝
に
霧
の
水
分
が
凍
り

つ
い
て
い
ま
す

⑮
首
都
は
ロ
ー
マ

⑰�

鶴
よ
り
長
寿
な
め
で
た
い
動

物
⑲�

自
動
車
や
列
車
な
ど
を
動
か

す
こ
と

⑳
ほ
ま
れ
。
国
民
…
…
賞

��

火
事
の
発
生
を
知
ら
せ
る
…

…
報
知
器

��

広
葉
樹
←
→
…
…
葉
樹

��

泣
き
…
‥
に
蜂

３
９
２
号
（
２
０
２
４
年
12
月

号
）
の
答
え
と
当
選
者

　

３
９
２
号
の
答
え
は
、「
な

べ
ぶ
ぎ
ょ
う
」
で
し
た
。
応
募

は
19
人
で
し
た
。
抽
選
に
よ
り

次
の
方
々
に
図
書
カ
ー
ド
を
送

り
ま
す
。

福
岡　

厚
志
さ
ん

（
北
海
道
地
本
・
モ
エ
レ
は
と

ポ
ッ
ポ
分
会
）

小
池　

雄
一
朗
さ
ん

（
神
奈
川
県
本
部
・
ピ
ヨ
ピ
ヨ

保
育
園
分
会
）

西
畑　

亜
津
紀
さ
ん

（
東
海
地
本
・
き
た
ち
く
さ
分
会
）

久
保　

昌
史
さ
ん

（
京
都
地
本
・
点
在
）

森
安　

健
氏
さ
ん

（
大
阪
地
本
・
大
阪
福
祉
事
業

財
団
分
会
）

　社研集会の報告特集を読んで、日本人は
「しんどくても他人に迷惑をかけたらいけな
い」という意識が良くも悪くも強いかもしれ
ませんが、それと人権を守ることは別だと感
じました。

「迷惑をかけたらいけない」
という意識は…
大阪地本・大阪福祉事業財団分会　原田　雄一さん

　「今月の主張」を読みました。スキマバイ
トを福祉職場で雇うなんて、考えただけでも
ぞっとします。パートさんや学生バイトさん
一人ひとりが保育理念を理解してくれている
ことで、安心して一緒に保育ができているの
だと感じますし、保育は子どもを見守るだけ
ではありません！人手不足の解決策はもっと
他にあるのではないでしょうか。

人手不足の解決は
スキマバイトではない！
東海地本・きたちくさ分会　海老原　和さん

12月号を読んで

ケガの場合

感染症などの短期間の休業も
仕事中や余暇のケガによる休業も給付対象

①�まずは、医療機関（病
院または診療所）を受
診し、医師の診断を受
けてください。
　★�接骨院や鍼灸院は医

療機関ではなく、柔
道整復師やはり師・
きゅう師は医師ではないので、ご注意く
ださい。

②�「医師の指示」があり接骨院や鍼灸院での
施術を受けた場合は、病院または診療所に
準じるため、給付対象となります。

病気やけがで「医師の指示による
連続５日間以上の自宅療養」をした
場合はワンコイン共済と医療共済
「休業給付」の対象です

①医師の診断による
②５日以上の休業で
③１日目から給付！

※�短期間の休業で「診断書」がない場合は、「治療状
況申告書」と、医師の指示を確認できる診療明細や
薬の説明書などで、代替えできる場合もあります。

福祉保育労の「ワンコイン共済」は

「
休
業
給
付
」請
求
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

「
休
業
給
付
」請
求
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

新型コロナウイルス感染症・インフルエンザなどの場合
①�診療明細や薬の説明書等は必ず保管しておいてください（「陽性」だったことが証明できる医
療機関が発行した書類も）。
　★10日以上の自宅療養の場合は、診断書（コピー可）が必要になります。
②�市販の抗原検査キットでの自主検査で陽性が判明し、そのキットを医療機関に持ち込んで診断
を受けた場合は、検査キットの写真も撮っておいてください。
　★�市販の検査キットでの自主検査のみで、医療機関を受診せず、自己判断や職場との確認だけ

で自宅療養した場合は給付対象外となります。
③�陽性が判明した場合、必ず医師に安静加療（自宅療養）が必要な期間の確認
をしてください。
　★医師から説明や指示書を渡されなかった場合は、必ず聞いておいてください。
④�療養日数が記載された診断書等の書類がない場合は、追加で加入者本人に書
類の記入をお願いする場合がありますので、必ず福祉保育労共済にご連絡く
ださい。


